
稔ヶ丘高等学校 校則の概要 

 

（1）身だしなみ 

進路活動時の面接を受けることを想定した身だしなみを原則とする。 

学校指定の校服を着用し、着くずしは不可。 

頭髪等不自然に手を加えることは禁止。 

 

（2）通学 

自動車、オートバイは禁止。 

自転車通学は届出制とし、保険加入を指導する。 

 

（3）校内での生活 

ノーチャイム制で、各自で時程を守って行動する。 

Ⅰ、Ⅱ部生は 18:30、Ⅲ部生は 21:15で完全下校。 

無断外出は禁止。 

 

（4）特別指導 

暴力・飲酒・窃盗等、生命・人権に関わること、法令・社会規範に反する行為は平常の学校

生活とは切り離して個別指導の対象とする。 


